


一
な
ど
、
消
費
増
税
に
よ
る
税

政
府
は
幻
目
、
社
会
保
障
制
度
改
革
の
工
程
表
と
位
置
付
げ
る
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
案
」
の
骨
子
を
閣
織
決
定
し
た
。
若
い
世
一

一
収
増
の
一
部
(
約
7
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0
0

代
向
け
に
少
子
化
対
策
を
盛
り
込
む
一
方
で
、
高
齢
者
や
高
所
得
者
に
は
給
付
費
の
抑
制
策
や
負
担
増
で
協
力
を
求
め
た
。
一

一
億
円
)
を
給
付
充
実
に
使
う
。

医
療
は
2
0
1
4年
度
か
ら
?
議
の
窓
口
負
担
を
段
階
的
に
上
げ
、
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1

5年
度
に
は
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
負
一
年
間
で
総
額
1
0
0兆
円

担
を
増
や
す
。
た
だ
抑
制
策
は
全
体
に
小
粒
で
、
年
金
で
は
具
体
的
な
改
革
を
先
送
り
し
て
い
る
。
(
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事
3
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を
突
破
し
た
社
会
保
障
給
付
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一
引
き
上
げ
を
前
提
に
、
給
付
一
貨
の
仰
制
策
は
、
給
付
の
伸

会

f
m刊
、
室
長
・
k
l桂
文

で

一
と
負
担
の
見
直
し
策
を
網
羅
一
京
大
き
い
医
療

・
介
護
分

。
市

t
T
A
P
&昨
位
レ
柄
引

μ
d
J
ヨ
叫H
1

一

一

H

4
1
2
1
E
l司
7

1

、
一
し
た
。
社
会
保
障
が
高
齢
者
一
野
が
軸
。
医
療
分
野
で
高
齢

プ
ロ
グ
ラ
ム
法
案
の
骨
子
一
首
相
に
提
出
し
た
報
告
書
を
一
の
関
連
法
案
を
提
出
す
る
。
一
へ
の
給
付
に
偏
っ
て
き
た
点
一
者
の
負
担
を
増
や
す
施
策
は

は
、
政
府
の
有
識
者
会
合
で
一
踏
ま
え
た
。
今
秋
に
聞
く
臨
一
骨
子
は
少
子
化
対
策

・
医
一
を
踏
ま
え
、
若
い
世
代
向
り
一
「
凶
年
度
か
ら
げ
年
度
ま
で

あ
る
社
会
保
障
制
度
改
革
国
一
時
国
会
で
成
立
さ
せ
年
明
け
一
療
・
介
護
・
年
金
の
社
会
保
一
に
少
子
化
対
策
を
盛
り
込
ん
一
を
メ
ド
に
順
次
総
ず
る
」
と

民
会
識
が
6
日
に
安
倍
晋
三
一
の
通
常
国
会
に
医
療
と
介
護
一
陣
4
分
野
で
、
消
費
税
率
の
一
だ
。
は
年
度
ま
で
に
初
万
人
一
実
施
時
期
に
帽
を
持
た
せ
後

司
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リ
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分
の
保
育
の
受
け
皿
を
作
る
一ズ
レ
に
含
み
を
持
た
せ
た
。
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割
)
か
ら
2
割
に
引
き
上
げ
一に
移
す
。
そ
の
前
に
国
保
の

一削
減
額
は

「年
間
1
千
数
百

る
。
一
赤
字
を
埋
め
る
た
め
大
企
業
一
億
円
程
度
」
(
政
府
関
係
者
)
。

負
担
増
へ
の
高
齢
者
の
反
一
の
健
康
保
険
組
合
の
負
担
を
一
低
所
得
者
の
介
護
保
険
料
の

発
を
和
ら
げ
る
た
め
、

一
挙
一
凶
年
度
か
ら
増
や
す
。
一
軽
減
策
な
ど
を
含
め
る
と
、

に
2
割
に
上
げ
る
の
で
は
な
一
介
護
分
野
の
施
策
は
「
同
一
介
護
に
か
か
る
公
費
は
む
し

く
、
新
た
に
初
歳
に
な
る
人
一
年
度
を
メ
ド
に
講
ず
る
」
こ
一
ろ
増
え
る
と
見
込
ま
れ
る
。

か
ら
5
年
か
け
て
段
階
的
に
一と
を
目
指
す
。
一
律
1
劉
と
一
社
会
保
障
給
付
貨
の
約
半

|
」
上
げ
る
。
こ
の
た
め
一
気
に

一な
っ
て
い
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
一
分
を
占
め
る
年
金
で
は
支
給

政
府
は
ま
ず
法
律
改
正
が
一

2
割
に
上
げ
れ
ば
年
2
0
0
一の
利
用
者
の
自
己
負
担
を
二
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
な
ど

必
要
な
く
予
算
の
見
直
し
で
一

O
億
円
と
な
る
は
ず
の
公
拘
置
一定
以
上
の
所
得
の
あ
る
人
は

一
の
給
付
仰
制
を
検
討
課
題
と

実
施
で
き
る
初
1
九
歳
の
医
一
の
削
減
効
果
は
初
年
度
は
百
一
引
き
上
げ
る
。
症
状
が
軽
い

一し
て
列
挙
し
た
。
た
だ
、
い

療
費
窓
口
負
担
の
引
き
上
げ
一
数
十
億
円
に
と
ど
ま
る
。
一
人
は
介
護
給
付
対
象
か
ら
外
一
つ
具
体
策
を
検
討
す
る
か
時

を
は
年
度
に
も
実
施
す
る
方
一
市
町
村
が
運
営
す
る
国
民
一
し
市
町
村
の
事
業
に
移
す
。
一
期
は
明
記
せ
ず
、
中
長
期
的

針
だ
。
翼
付
の
1
劉
〈
現
役
一
健
康
保
険
は
財
政
を
安
定
さ
一
た
だ
、
こ
れ
ら
の
介
護
給
一
な
課
題
と
す
る
に
と
ど
め

並
み
所
得
の
あ
る
人
は

3
一
せ
る
た
め
都
道
府
県
の
運
営
一
付
の
抑
制
策
に
よ
る
公
績
の
一
た
。


